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上皮内ガン・皮膚ガン保障特約

重度慢性疾患のみ保

障特約・債務繰上返
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不能信用費用保険

ご利用いただける方

保障期間

保障の開始日

ガンの保障は、ローン実行日

より９１日目。

 ローン実行日の９１日目を責

任開始日として、この日より

保障が開始されます。

 ※ 責任開始日の前に罹患した

     ガン（上皮内ガン・皮膚ガン

     保障特約の場合は、上皮内ガ

     ン・皮膚ガン）については、

     診断確定が責任開始日以降で

     あっても診断給付金をお支払

     いしません。

 死亡・高度障害の保障は、

 ローン実行日から保障開始。

保障が終了する場合

引受保険会社 カーディフ生命保険株式会社

2024年8月1日現在

■　重要事項のご説明について

詳しい保障内容や保険金・診断給付金が支払われない場合（免責事項）などお客さまの不利益となる事項の説明については、「被保険者のしおり」に掲載の

「契約概要」「注意喚起情報」で必ずご確認ください。また、「8疾病保障付住宅ローン」「全疾病保障付住宅ローン」でご利用いただく保険は、カーディフ生

命保険株式会社・カーディフ損害保険株式会社の引受けとなりますので、ご不明な点は「被保険者のしおり」に掲載の問い合わせ先へご連絡ください。

保　障　概　要

特定疾病および重度慢性疾患保障対象外特約・

債務繰上返済支援特約・就業不能時入院費用保

障特約付帯就業不能信用費用保険

 ローンご契約期間（ただし、保障の開始日につきご注意ください。）

ローン実行日から３ヵ月を経過した日の翌日。

ローン実行日から３ヵ月間を待機期間とし、その後保障が開始されます。

 ※ ローン実行日前に発生した病気やケガおよび保障開始日の前に発生した就業不能状態については【保険金】

    【債務繰上返済支援保険金】をお支払いしません。

 ※ 保障開始日の前に発病した脳卒中および急性心筋梗塞については【診断給付金】をお支払いしません。

 ※ 保障開始日の前に罹患した女性特有のガンについては、診断確定が保障開始日以降であっても診断給付金を

     お支払いしません。

 ※ ローン実行日前に発生した病気やケガによる入院、および保障開始日前に入院した場合については【入院

      費用保険金（入院一時金）】をお支払いしません。

 満８２歳のお誕生日に到達したとき

 ローンのご契約者でなくなったとき

 所定の支払限度分の保険金が支払われたとき

　※ 上皮内ガン・皮膚ガン保障保険金が支払われたときは、上皮内ガン・皮膚ガン保障が終了します。

　※ ガン先進医療給付金の金額が支払限度に達した場合、この特約は終了します。

　※ ガン先進医療支援給付金は同一の先進医療による療養について、１回を限度とします。

　※ 脳卒中・急性心筋梗塞保障について、支払限度期間分（36ヵ月分）の保険金が支払われたときは、脳卒中・急性心筋梗塞保障および付帯されて

　　 いるガン診断一時金保障（奥さま保障）が終了します。

　※ 5つの重度慢性疾患保障について、支払限度期間分（36ヵ月分）の保険金が支払われたときは、5つの重度慢性疾患保障が終了します。

　※ 8疾病以外の病気やケガ保障について、支払限度期間分（36ヵ月分）の保険金が支払われたときは、8疾病以外の病気やケガ保障および付帯され

        ている入院保障が終了します。

　※ ガン診断一時金保障（奥さま保障）は、一時金が支払われたとき（お支払いは1回のみ）、配偶者が満82歳のお誕生日に到達したとき、死亡

        等によりローン債務者の配偶者でなくなったときに保障が終了します。また、ローンをお借り入れいただいているご本人が保障の終了に関す

        る事項に該当し、保障が終了したときも、ガン診断一時金保障（奥さま保障）は終了します。

　カーディフ損害保険株式会社

急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約・急

性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付

金特約・悪性新生物診断給付金特約（配偶

者・女性用）付帯就業不能信用費用保険

 住宅ローン（以下「ローン」）を新規にご契約の方で、お借入れ時の年齢が満１８歳以上満７１歳未満の方

　※ ガン（悪性新生物）に罹患したことのある方はご加入いただけません。

　※ すでに当行でお借入れいただいている住宅ローンからの切り替えはできません。

　※ ご加入にあたっては、お客さまの健康状態等について所定の書面により告知いただきます。告知の内容により、保険会社がご加入をお断り

　　 することがあります。

　※ ガン診断一時金保障（奥さま保障）については、配偶者（女性）の年齢が住宅ローンお借入れ時に満１８歳以上満７１歳未満の方が対象と

　　 なります。 なお、本ローンのご契約者（債務者または連帯債務者）となるご本人様はご加入いただけません。


